
平成２４年２月２２日

資 料 ３



１．奈良市地産地消基本計画の位置づけ

２．奈良市地産地消基本計画策定の意義

３．奈良市の地産地消に関する現状、今後の方向性及び課題

・生産者支援に関すること（農林課）

・学校給食に関すること （保健給食課）

・食育に関すること （保健総務課）

４．奈良市地産地消基本計画の基本理念（案）

５．今後のスケジュール



「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創
出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」
（平成22年12月）

地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消等」に関する
施策

「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化
並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方
針」 （平成23年3月）

地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項や目標、
具体的な施策等

奈良市第４次総合計画 前期基本計画
（平成23年6月）

●食の安全・安心に対する市民の意識を高める啓発・指導
活動を推進（保健福祉、健康危機管理）
●地域特産品の開発や直売所のネットワーク化を進め、販
路拡大を図り、地産地消を推進（経済、農林業の振興）

奈良市２１健康づくり （平成16年3月）

奈良市食育推進計画 （平成20年8月）

奈良市観光交流推進計画 （平成22年2月）

新奈良ブランド開発計画 （平成20年3月 ）

新市建設計画 （平成16年7月）

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想
（平成7年策定、平成22年一部改正）

関
連
計
画

連携

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創
出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の
運用について」 （平成23年3月）

農業改良資金融通法・農地法・都市計画法の特例に関するこ
と、都道府県及び市町村の促進計画関係等
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国と地方公共団体等の責務
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の

基本理念にのっとった施策を策定し、実施する責務を有する
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都道府県と市町村の促進計画
「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針」

を勘案して促進計画を定めるよう努めなければならない

奈良市地域の実情に応じた地産地消に対する基本
的な計画を策定する

地産地消の項目について
基本的な方向性と
施策を位置づける

具体的な施策の計画
取り組みの目標などを設定

次年度

今年度



（農林課）
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●農業振興に関する支援

農業者戸別所得補償制度の活用によ

り食と地域の再生に向けて国及び県と

協調し、農業経営の安定や生産力に対

する支援を行っている。

更に、農業者及び各種団体等に対し、

次世代の担い手等を育成するため、支

援している。

●イベントでの啓発活動

市民ふれあい交流を通して、市街地

でミニ直売所を開設している。また、

昨年は、初めて市庁舎前で彩（いろど

り）マーケットを開催した。

●経営安定、生産力の強化

農業者戸別補償制度等を更に周知し、

農業者の経営安定や生産力の強化に努

めていきたい。

●担い手不足

高齢化に伴う、担い手不足の解消に

向け、新規就農者支援を行いたい。

●支援内容の拡充

農業経営の安定を図るため、補償制

度等を活用し、農地の集約化や機械化

に係る取組みについての支援及び新規

就農者への支援を更に拡充し、推進し

ていきたい。

●情報共有と啓発活動の実施

生産者と消費者との交流を通じて地

域での「食」の情報の共有を図りなが

ら、地産地消の啓発活動を実施したい。



（保健給食課）
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●学校給食の現状

小学校４７校、中学校６校で学校給

食を実施しており、小・中学校併せて

約１９，０００食を提供。栄養教諭、

学校栄養職員がひと月ごとの献立を作

成、納入業者から食材を一括購入し、

各学校に運搬。

●同一食材、同一献立が基本

市内の学校をＡ班、Ｂ班に分け、献

立の日をずらすことで１９，０００食

分の食材を確保。

●食材の確保

食数に見合うだけの食材の確保が可

能であるか、またふさわしい価格での

購入が可能であるか。

●献立作成の方法

統一献立の見直しや予約植え付けの

拡大。

●地元産食材の利用拡大

学校給食における地元産食材の利用

割合は、年々増加傾向にあり、今後も

利用を拡大していく。



（保健総務課）
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●奈良市食育推進計画を策定

市民の「食」に対する関心を高め、

毎日の食生活のなかで栄養バランスを

重視してもらうことを目的として、

様々な角度から働きかけをしている。

● 食育に関する意識調査

地産地消という言葉を知っているか、

地産地消を推進する上で必要なことは

何かを調査。

●イベントでの啓発活動

食育フェスタや大学祭、地域の朝市

等での啓発活動、定期刊行物の発行な

ど。

●生産者と消費者のつながり

市民が食に対する感謝の気持ちを育

むことができるように、どのように生

産者と消費者をつないでいけばいいか。

●市民意識の向上

食育の推進のために、地産地消をよ

り多くの市民に理解してもらい、取り

組みに参加してもらうこと。

●食育と地産地消の相乗効果

地産地消の取組みが進むことで、食

育推進についても相乗的な効果が期待

でき、市民の健康の増進へとつながる

ことを期待。



●安全・安心な農林産物の生産・流通・消費の推進

・新鮮で安全・安心な地場産農林産物による「食」の楽しみ

・地場産農林産物の安定生産・安定供給ならびに地域内流通

●豊かな食生活と健康づくりの推進

・地域で生産される食料の積極的な消費

・家庭、学校、地域等の連携による食の重要性の学習

・健康で豊かな食生活の実践と、地域の優れた食文化の継承

●連携と交流の促進

・生産者、行政、関連事業者の連携による農林産物の特徴や生産方法などの情報提供

・農資源や豊かな自然を生かした農村と都市との交流

・農業、農村への理解の促進と、農村地域の活性化
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・取組みの柱の確認
・基本計画の検討

・基本理念の確認
・取組みの柱の検討

事務局の動き

・意見の整理
・基本理念の修正
・取組みの柱の検討

・意見の整理
・取組みの柱の修正
・基本計画案の検討

・委員紹介
・正副委員長の選任
・現状確認と意見交換
・基本理念の検討
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出典：「地産地消の推進について」農林水産省、平成24年1月より抜粋
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